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平
成
24
年
４
月
１
日
か
ら
、
医

療
機
関
な
ど
の
窓
口
に
「
限
度
額

適
用
認
定
証
」
を
提
示
す
る
こ
と

で
、
入
院
だ
け
で
な
く
外
来
も
自

己
負
担
限
度
額
を
超
え
る
医
療
費

を
支
払
う
必
要
が
な
く
な
り
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
、
高
額
な
外
来
診
療

を
受
け
た
と
き
に
一
カ
月
の
窓
口

負
担
が
自
己
負
担
限
度
額
以
上
に

な
っ
た
場
合
で
も
、
い
っ
た
ん
お

支
払
い
い
た
だ
き
、
後
か
ら
高
額

療
養
費
と
し
て
お
返
し
し
て
い
ま

外来診療でも高額な
医療費負担がなくなります

　

平
成
24
年
４
月
か
ら
国
民
年
金

保
険
料
は
、
月
額
１
５
０
２
０
円

か
ら
１
４
９
８
０
円
に
引
き
下
げ

に
な
り
ま
す
。
前
納
や
口
座
振
替

の
早
割
を
利
用
す
る
と
、
保
険
料

が
割
引
に
な
り
ま
す
。
希
望
す
る

人
は
、
お
近
く
の
年
金
事
務
所
、

ま
た
は
住
民
会
計
課
総
合
窓
口
係

へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
口
座
振
替
の
手
続
き
に

は
「
通
帳
」
と
「
通
帳
印
」
が
必

要
で
す
の
で
窓
口
に
お
越
し
の
際

は
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

し
た
。

　

事
前
の
手
続
き
や
医
療
機
関
な

ど
に
提
示
す
る
も
の
は
、
年
齢
や

所
得
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。
ま

た
、
対
象
と
な
る
「
高
額
」
と
は
、

受
診
す
る
人
や
世
帯
員
の
年
齢
・

所
得
な
ど
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。

　

国
民
健
康
保
険
と
後
期
高
齢
者

医
療
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、
住
民

会
計
課
国
保
係
☎
66
・
２
１
１
１

（
内
線
１
２
６
・
１
２
７
）
へ
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

国民健康保険・後期高齢者医療

受診する人 事前の手続き 病院・薬局などで
提示するもの

　①70歳未満の人

　②70歳以上で住民税

　非課税世帯などの人

　役場④番国保の窓口で

　『限度額適用認定証』

　の交付を申請

　限度額認定証

　70歳以上75歳未満で

　住民税課税世帯の人
　必要ありません 　高齢受給者証

　75歳以上で住民税

　課税世帯の人
　必要ありません

　後期高齢者医療
　被保険者証
　（保険証）

●入院によりすでに限度額認定証の交付を受けている場合は、あらため
て手続きする必要はありません。外来診療でもお持ちの限度額認定証を
ご使用いただけます。
●認定証を使用しない場合は、これまでどおり後から高額療養費として
お返しします。
●国民健康保険・後期高齢者医療以外の人は、加入する健康保険組合など
で手続きをしてください。

口
座
振
替
や
前
納
で

国
民
年
金
保
険
料
が
割
引
に

ね
ん
き
ん
情
報

「
ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
」
で

年
金
額
の
試
算
が
で
き
ま
す

納
付
が
困
難
な
と
き
は

免
除
・
猶
予
の
申
請
を

　

３
月
は
「
ひ
な
祭
り
」
か
ら
は
じ
ま
り
、
受
験
生
が
い
る
家
庭
で

は
「
入
試
」
が
話
題
に
な
り
ま
す
ね
。「
葛
巻
俳
句
会
だ
よ
り
」
か
ら
、

そ
の
時
季
の
俳
句
を
紹
介
し
ま
す
。

　

 

下
駄
箱
の　

上
賑
わ
い
て　

紙か
み
び
い
な雛　

        
上
有
谷
み
つ
を

　

手
作
り
で
し
ょ
う
か
、
紙
の
お
ひ
な
様
が
下
駄
箱
の
上
に
飾
ら
れ

て
い
て
、
玄
関
を
訪
れ
る
人
を
微ほ

ほ
え笑

ま
せ
て
く
れ
ま
す
。

    

外
孫
の　

受
験
合
格　

ほ
っ
と
し
て　
　

     

長
朶　

公
子

　

身
近
に
は
い
な
い
外
孫
で
す
が
、
祖
母
の
心
配
は
内
孫
も
外
孫
も

同
じ
で
す
。
合
格
の
文
字
に
、
読
み
手
も
ホ
ッ
と
し
ま
す
。

　　

中
頃
に
は
「
卒
園
式
」
や
「
卒
業
式
」
が
行
わ
れ
ま
す
。

　

園
児
ら
も　

出
会
い
と
わ
か
れ　

桜
餅　

  　

中
代
き
み
江

　

卒
業
式　

終
え
し
校
庭　

風
遊
ぶ　
　
　

   　

高
澤　

安
男

　

卒
業
の　

握
手
に
落
つ
る　

涙
か
な　
　
　
　

山
形　

米
蔵

　

制
服
は　

綻
び
だ
ら
け　

吾
子
卒
業　
　
　
　

村
上　

明
彦

　

寄
せ
書
に　

瞬
時
真
が
ほ
の　

卒
業
子　

  　

遠
藤　

と
く

　

卒
業
式　

生
き
る
言
葉
を　

散
り
ば
め
て 　

成
田　

不
美

　

卒
業
式
会
場
で
の
様
子
、
親
子
で
こ
れ
ま
で
頑
張
っ
て
き
た
感
慨

に
ふ
け
る
場
面
、
祖
母
か
ら
見
た
孫
の
成
長
し
た
姿
な
ど
が
あ
り
ま

す
。
す
べ
て
の
人
が
願
う
の
は
、
卒
業
し
た
子
の
こ
れ
か
ら
の
幸
せ

で
し
ょ
う
。
生
き
る
言
葉
が
散
り
ば
め
ら
れ
た
先
生
の
お
話
は
生
徒

た
ち
の
心
に
残
り
、
そ
の
よ
う
に
送
ら
れ
る
子
ど
も
は
幸
せ
で
す
ね
。

　

新
学
期　

六
百
の
児
に　

夢
語
る　
　
　
　

   

瀬
川　

都
代

　

そ
し
て
４
月
の
新
学
期
に
は
、
理
想
や
夢
の
話
で
子
ど
も
た
ち
を

迎
え
ら
れ
た
ら
「
こ
の
学
校
で
頑
張
ろ
う
」
と
思
う
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

大
人
と
し
て
自
ら
の
仕
事
を
、
コ
ツ
コ
ツ
と
進
め
る
こ
と
が
大
切

な
の
だ
と
今
更
な
が
ら
思
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
俳
句
は
、
大
事
な

そ
の
と
き
の
心
を
あ
ら
わ
し
て
く
れ
ま
す
。

※
作
品
は
、
葛
巻
俳
句
会
だ
よ
り
４
２
８
号
〜
４
４
１
号
よ
り

1カ月分 ６カ月分 １年分
保険料額 割引額 保険料額 割引額 保険料額 割引額

毎月納付
(納付書による現金納付およ
び翌月末振替の口座振替)

14,980円 － 89,880円 － 179,760円 －

毎月振替【早割】
（当月末振替の口座振替） 14,930円 50円 89,580円 300円 179,160円 600円

６カ月前納（現金納付） － － 89,150円 730円 178,300円 1,460円

６カ月前納（口座振替） － － 88,860円 1,020円 177,720円 2,040円

１年前納（現金納付） － － － － 176,570円 3,190円

平成24年度　国民年金保険料　納入額早見表　（現金納付・口座振替比較）

俳句を楽しもう　　　葛巻俳句会　　齊籐誠子さん

　

所
得
が
少
な
い
な
ど
、
保
険
料

を
納
め
る
こ
と
が
経
済
的
に
困
難

な
場
合
に
は
、
本
人
の
申
請
に
よ

り
保
険
料
の
納
付
が
免
除
ま
た
は

猶
予
さ
れ
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

　

保
険
料
を
納
め
な
い
で
い
る
と
、

将
来
の
「
老
齢
基
礎
年
金
」
や
、

事
故
な
ど
で
障
害
が
残
る
な
ど
不

測
の
事
態
が
発
生
し
た
と
き
「
障

害
基
礎
年
金
」「
遺
族
基
礎
年
金
」

を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
場

合
が
あ
り
ま
す
。
保
険
料
を
納
め

ら
れ
な
い
と
き
は
、
必
ず
免
除
制

度
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

●
免
除

　
﹇
本
人
・
世
帯
主
・
配
偶
者
の
前

年
所
得
（
１
〜
６
月
に
申
請
す
る

場
合
は
前
々
年
所
得
）
で
分
類
﹈

①
全
額
免
除

②
一
部
納
付
（
４
分
の
３
免
除
、

２
分
の
１
免
除
、４
分
の
１
免
除
）

※
免
除
期
間
﹇
７
月
〜
翌
年
６
月

の
１
年
間
﹈

※
離
職
者
は
、
所
得
に
関
係
な
く

免
除
に
該
当
す
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。
申
請
の
際
は
、「
離
職
票
」

を
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

●
納
付
猶
予

①
若
年
者
納
付
猶
予

　

30
歳
未
満
の
人
で
本
人
・
配
偶

者
の
前
年
所
得
（
１
〜
６
月
に
申

請
す
る
場
合
は
前
々
年
所
得
）
が

一
定
額
以
下
。﹇
猶
予
期
間
﹈
７

月
〜
翌
年
６
月
の
１
年
間

②
学
生
納
付
特
例

　

学
生
で
本
人
の
前
年
所
得
（
１

〜
６
月
に
申
請
す
る
場
合
は
前
々

年
所
得
）
が
一
定
額
以
下
。﹇
猶

予
期
間
﹈
４
月
〜
翌
年
３
月
の
１

年
間

※
学
生
納
付
特
例
の
申
請
に
は
、

「
学
生
証
の
写
し
」
ま
た
は
「
在

学
証
明
書
」
が
必
要
で
す
。

　

日
本
年
金
機
構
の
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
サ
ー
ビ
ス
「
ね
ん
き
ん

ネ
ッ
ト
」
で
年
金
額
の
試
算
を
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
「
将
来
、
年
金
を
受
け
取
り
な

が
ら
働
き
続
け
た
場
合
、
年
金
額

は
い
く
ら
に
な
る
の
？
」「
こ
の

ま
ま
働
き
続
け
た
場
合
、
何
歳
か

ら
、
ど
の
程
度
の
年
金
を
受
け
取

れ
る
の
？
」
な
ど
、
ラ
イ
フ
プ
ラ

ン
に
合
わ
せ
て
年
金
額
の
試
算
が

で
き
ま
す
。

　

利
用
方
法
は
次
の
と
お
り
で
す
。

①
日
本
年
金
機
構
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
に
ア
ク
セ
ス

②
「
ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
」
サ
ー
ビ

ス
の
ご
利
用
登
録
を
ク
リ
ッ
ク

※
登
録
に
は
基
礎
年
金
番
号
が
必

要
で
す
。
ま
た
、「
ね
ん
き
ん
定

期
便
」
で
ア
ク
セ
ス
キ
ー
を
ご
確

認
く
だ
さ
い
。

◎
「
ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
」

　

h
ttp
://w

w
w
.n
en
kin
.

go.jp/n_net/

◎
電
話
で
の
お
問
い
合
わ
せ

　

ね
ん
き
ん
定
期
便
・
ね
ん
き
ん

ネ
ッ
ト
専
用
ダ
イ
ヤ
ル　

☎
０
５

７
０
・
０
５
８
・
５
５
５

問
住
民
会
計
課
総
合
窓
口
係

☎
66
・
２
１
１
１
（
内
線
１
２
３
）

日
本
年
金
機
構
盛
岡
年
金
事
務
所

☎
０
１
９
・
６
２
３
・
６
２
１
１

　県は、重度の視覚障がい者、肢体不自由
者、聴覚障がい者に対して補助犬を給付し、
身体障がい者の自立と社会参加を進めてい
ます。給付の対象となる人は、県内に居住
し、満18歳以上の在宅の視覚障がい者、肢
体不自由者、視覚障がい者の人です。
　対象者や給付の詳しい条件は担当までお
問い合わせください。申込期限は、3月21
日㈬まで。
※費用負担はなく無償です。（参考：平成23
年度実績は全県で介助犬１頭、盲導犬１頭）
問▷健康福祉課福祉係　☎66-2111内線152
   ▷盛岡広域振興局保健福祉環境部
　児童障がい福祉課　☎019-629-6568

ご存じですか？
介助犬や盲導犬の給付


